
放送番組の編集の基準 
 
 
放送番組の編集に当たっては、関係法令を遵守するのはもちろんのこと、次に掲げる基準に従 
うものとする。 

 
（ア）一 般 方 針 
 Ａ 人権､民族、国民、国家、国情などに関する資料･内容は特に客観的で権威あるものとする。 
 Ｂ 個人､団体、職業、産業などに対する中傷的言辞、名誉を傷つけるような内容または表現 

を避ける。 
 Ｃ 市民生活に重大な影響を及ぼす社会公共的問題については慎重に期し、意見が対立して

いる場合は公平に扱い、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。 
Ｄ 人心に不当な動揺や不安を与えるような内容又は表現を避ける。 
Ｅ 法律や社会正義に背く行為に共感を起こさせたり、あるいは他人に模倣の意欲を起こさ

せたりするような取扱を避ける。 
Ｆ 政治に関する内容は、一党一派に偏らず公平に取り扱う。 
Ｇ 宗教を取り扱うときは信教の自由を尊重し、各宗派の立場を尊重し公平を期する。 
Ｈ 学術・研究などの専門的事項に関しては、本基準の諸規定にかかわらず良識に基づく取扱 

をする。 
 
（イ）報 道 番 組 

    報道番組とは、市民社会にとって重要な、あるいは興味と関心のあるできごとや動きを速 
報し、または解説する番組を言う。 

Ａ 地域のニュースは、事実を客観的かつ正確、公平に取り扱う。 
Ｂ 地震等、天災による激震災害に関する情報は、正確かつ速やかに報道する。 
Ｃ ニュースの表現は残虐、悲惨などの感情を極端に刺激しないように注意する。 
Ｄ ニュースは、不当に宣伝に利用されないよう注意する。 
Ｅ ニュースの誤報は速やかに取り消し、又は訂正する。 

 
（ウ）行 政 情 報 

行政情報とは、市議会に関する情報、市役所から住民あるいは地域産業への告知、その他 
行政関係機関からの告知広報に関する情報等を取り扱う番組を言う。 

Ａ 議会に関する情報や行政告知に関する情報は、市民生活に対する影響を考慮して、正確な 
報道を行う。 

Ｂ 情報の周知を高めるため、繰り返して報道するよう留意する。 
   
（エ）地 域 情 報 
    地域情報とは、地域住民の生活の利便を図る目的をもって、デパート・スーパー又は地域 

商店街等の各種商業情報、地域の医療情報或道路交通や天気予報等生活に関する各種の情 
報を取扱い、円満健全な市民生活に寄与 する番組を言う。 

Ａ 番組で取り扱う情報は、事前に確認する等して正確を期する。 
Ｂ 社会に影響を及ぼす可能性のある情報は、安易に報道しないよう注意する。 

 Ｃ  ラジオ放送の特性を生かして、情報提供の効果の発揮に努める。 
 Ｄ それぞれの聴取対象にあった情報の提供に留意する。 
 
（オ）観 光 情 報 

観光情報とは、鎌倉市及び周辺地域を訪れる観光客等に対する施設の案内、イベントの案 
   内案内等の情報提供を通じて、外来者の利便を図る番組を言う。 
Ａ 情報の提供は、観光客の利便を図るのみならず、鎌倉市民の静かな生活にも十分な配慮を 

する。 
（カ）娯 楽 番 組 

娯楽番組とは、健全な慰安を提供して生活内容を豊かにする番組を言う。 
Ａ 不快な感じを抱かせるような下品、卑猥な表現や言葉は使わない。 

 Ｂ 不具、疾病、白痴など、肉体的、精神的な欠陥に触れなければならないときには、同じ欠 
陥に悩む人々の感情を刺激しないように注意する・ 

Ｃ 殺人、拷問、暴力等の残虐行為、その他肉体的、精神的苦痛を誇大に刺激的に表現しない。 
Ｄ 婦人及び児童の虐待又は人身売買を是認するような表現又はその詳細な描写は避ける。 
Ｅ 麻薬及び覚醒剤の使用に関する表現は、原則として避ける。 
Ｆ 自殺、心中その他人命を軽視するような表現または取扱いをしない。 



Ｇ 性心理に関する描写又は表現は、性に未熟な聴取者を考慮して原則取り扱わない。やむを 
得ず扱う場合は、 表現を慎重にする。 

Ｈ 地域住民の参加番組については参加の機会を平等にし、広く聴取者一般に及ぶように努 
める。 

 
（キ）広 告 放 送 

広告放送とは、商業文の放送或はスポットアナウンスによる商業告知を言う。 
Ａ 広告放送は、広告放送であることを明らかにする。 
Ｂ 広告放送では、広告主の名称、商品、商標などを明らかにしなければならない。 
Ｃ 広告放送は全て真実を伝え、誠実を守ると共に関係法令に従い責任を追い得るものとす 

る。 
 
（ク）そ の 他 

当会社は、放送の計画や内容について予め聴取者に周知する。 

 


